
 

  

業務マニュアル 

（障害福祉分野） 

障害者支援課 

      

       

令和８年２月 18 日 

※ 本マニュアルは、プロポーザル業務のうち、障害福祉分野のみを対象とする。 

※ 現段階の案であり、プロポーザルの提案及び最優秀提案者との調整により、内容

の変更があり得る。 



１ 計画書（申請書）の受付 

 事業者からの計画書（申請書）は、提出・返却・修正・受理について、電子データで、

一元的に管理できるプラットフォーム等で行うこと。 

※ メールによる提出受付については、過去に審査漏れ及び県による補助金額の手計算

を誘発した事例があるため、厳禁とする。 

※ 介護事業者の申請先と障害福祉事業者の申請先は分けること。ただし、計画書（申

請書）提出期限までに提出先が異なることに気づいた場合は、法人へ正規の提出口に

提出するように指導し、期限後に気づいた場合は提出があったものとして扱うこと。 

 

２ 計画書の審査 

 （１）基本情報入力シート 

  「２ 基本情報」について 

   法人名・法人住所・法人代表者について、県から提供する事業所台帳データと突合

し、「申請情報」に集約すること。 

  「３ 計画書の記載内容や補助金の支払に係る情報」について 

   黄色セルにチェックが入っているか、誓約日が記入されているかをチェックする。

記入漏れがある場合、法人へ返却し、記載を求める。 

   なお、本県においては補助金の支給は４月以降となるため、全法人「令和８年４月

以降の支給を希望します。」にチェックが入っていることとなる。 

  「４ 補助金の対象事業所に関する情報」について 

   法人が運営する広島県内の全ての事業所（令和８年４月以降指定を受けた事業所及

び令和８年３月までに廃止された事業所を除く）について記載があるか確認する。突

合に必要な事業所番号・事業所名・サービス名・サービスコードは県から提供する。 

   基準月・交付対象月以降に、法人の事業譲渡や吸収合併等により、新規の指定を受

けた事業所についても今回の事業の対象とするが、新しい法人が提出する必要がある

事業所番号等は旧法人の事業所のものを提出させること。また、事業譲渡や吸収合併

等により新法人が補助金の申請をする場合は、変更届出書（別記様式４）を同時に提

出させること。 

   なお、措置費も補助額の対象となるため、基準月の障害福祉サービス等報酬総額は

「申請情報」として、県へ提供すること。 

 

 

 

 

 

 



 （２）補助金 総括表（別記様式 2-1） 

  「２ 補助金の支給要件及び使途」について 

   A 列の必要なセルに「☑」または「誓約」が入っているかを確認すること。（チェッ

ク等がある場合、AH13 のオレンジのセルにチェックが入る。） 

   また、別添「職場環境等要件チェックシート」についても、確認をすること。

（②・③・⑥にチェックがある場合。） 

  「３ その他要件を満たすことの確認・誓約等」について 

   A 列に全てチェックが入っているかを確認すること。（チェックがある場合、AH26

のオレンジのセルにチェックが入る。） 

 

 （３）補助金 個票（別記様式 2-2） 

   B 列～L 列については基本情報入力シートから転記される。M～P 列について、い

ずれか１つに○があることを確認すること。○がない、または、複数ある場合は事業

者に返却し、修正をさせること。事業所の指定月については、県から情報を供与す

る。（指定月以降の月を交付対象月としていれば、特段の審査は不要とする。） 

 

 

       

Q 列についてはいずれかの行に○が付いていることを確認すること。そのほかの行

については「―」が入っていることを確認すること。Q 列で○がある場合、同一行の

R 列が空欄でないことを確認すること。（プルダウン式） 

 

 （４）口座振替依頼書（別記様式 2-3） 

   法人代表者と口座名義の一致を確認すること。一致が見られない場合、法人代表者

名義の口座（俗に、「法人本部の口座」。）に変更するか、委任状の添付が必要とな

る。委任状は審査用にデータで一度提出させ、後日原本を郵送させる。（委任状には

押印が必要だが、委任者・受任者ともに押印が必要であることに留意する。） 

  【一致している例】 

   法人 社会福祉法人広島会 法人代表者役職・名 理事長・広島 一郎 

   口座 社会福祉法人広島会 理事（長） 広島 一郎 

  【一致していないとされる例①】 

   法人 社会福祉法人広島会 法人代表者役職・名 理事長・広島 一郎 

   口座 社会福祉法人広島会 ○○事業所 管理者 広島 二郎 

【一致していないとされる例②】 

   法人 社会福祉法人広島会 法人代表者役職・名 理事長・広島 一郎 

   口座 社会福祉法人広島会 ○○事業所 理事（長） 広島 一郎 

（注）県の要綱上、「交付対象月」は 12 月としており、令和８年１月～３月に指

定を受けた新規事業所については、当該指定月を「交付対象月」としている。 



３ 申請情報の提出 

 国保連への提出情報（事業所番号・サービスコード・交付対象月）、交付決定に必要な 

情報及び支出調書に必要な情報を「申請情報」という。申請情報の詳細については、別紙 

参照。 

 申請情報については、エクセルにより、県に提出すること。 


